
第１号様式（第３の２(4)及び(6)関係） 

(表) 

公文書の開示を求められた方へ 

沖 縄 県 

 

１ 開示決定等は、開示請求を窓口で収受した日から起算して 15 日以内に行うことになって

おり、決定後に開示請求者に郵送しますので、決定から到着までに２～３日かかります。 

 

２ やむを得ない理由により 15 日以内に開示決定等を行うことができない場合は、その期間

を開示請求書を窓口で収受した日から起算して 45 日以内で延長することがあります。この

場合には、開示請求書を窓口で収受した日から起算して 15 日以内に、決定期間を延長する

旨を通知します。 

 

３ 公文書が著しく大量であるため、開示請求書を窓口で収受した日から起算して 45 日以内

に、そのすべてについて開示決定等をすることにより、事務に著しい支障がある場合に

は、45 日以内に相当の部分について開示決定等をし、残りの公文書については、後日、開

示決定等をすることがあります。 

  この場合には、開示請求書を窓口で収受した日から起算して 15 日以内に、このように取

り扱う旨及び延長後の開示決定等の期限を通知します。 

 

４ 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、決定通知で指定する日時及び場所で

行います。（担当課（所）等から、開庁時間内における開示請求者の都合のよい日程につ

いて、事前に電話照会があります。） 

 

５ 公文書の写しを「直接交付」で希望される方には、写しの作成に要する費用（複写料

金）を、現金（出先機関の場合は、現金又は納入通知書）により負担していただきます。 

 

６ 公文書の写しの交付を「郵送」で希望される方には、写しの作成に要する費用（複写料

金）を、普通為替、定額小為替、現金書留又は納入通知書により、また写しの送付（郵

送）に要する費用（郵便料金）を切手等により負担していただきます。 

  この場合、郵便局における普通為替、定額小為替又は現金書留に係る手数料は、開示請

求者の負担となりますのでご了承ください。 

 

 例：公文書の写し（Ａ４・白黒）５枚の交付を、郵送で希望される場合の負担額：470円 

  ①写 し の 作 成 に 要 する 費 用 （ 複 写 料 金 ）：郵便為替 50円分 

                    （Ａ４・白黒１枚あたり 10 円×５枚＝50円） 

  ②定額小為替の手数料（郵便局でのお支払い）：200円 

  ③写しの送付（郵送）に要する費用（郵便料金）：切手（25 グラム以内）110円分 

  ④県 庁 へ 郵 送 す る た め の 切 手 代：110円分 

※上記は令和６年 10月現在の料金 

 

７ 郵送による交付を希望される場合は、６の費用（①及び③）について受領確認した後に

公文書の写しをお送りします。 

 

 

開示受付窓口名  

電 話 番 号     (  ） 

 

 

 



(裏) 

１ 写しの作成に要する費用 

公文書の種類 区     分 費     用 

文書又は図面 

 

複写機により複写したもの １枚につき 白黒 10 円 

（日本産業規格Ａ列３番

（以下「Ａ３」という。）

まで） 

カラー80 円(Ａ３) 

カラー50 円(Ａ３未満) 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＣＤ－Ｒ（700 メガバイトま

でのものに限る。）に複写したもの 

１枚につき 100 円 

 

 

 

スキャナにより読み取ってできた電磁

的記録をＤＶＤ－Ｒ（4.7 ギガバイト

までのものに限る。）に複写したもの 

１枚につき 120 円 

 

 

 

電磁的記録 用紙に出力したものを複写機により複

写したもの 

 

１枚につき 

 

 

白黒 10 円（Ａ３まで） 

  カラー80 円(Ａ３) 

カラー50 円(Ａ３未満) 

録音カセットテープ（120 分テープに

限る。）に複写したもの 

１巻につき 210 円 

 

ビデオカセットテープ（ＶＨＳ方式の

120 分テープに限る。）に複写したも

の 

１巻につき 350 円 

 

 

フロッピーディスク（３．５インチ２

ＨＤに限る）に複写したもの 

１枚につき 30 円 

 

ＣＤ－Ｒ（700 メガバイトまでのもの

に限る。）に複写したもの 

１枚につき 100 円 

 

ＤＶＤ－Ｒ（4.7 ギガバイトまでのも

のに限る。）に複写したもの 

１枚につき 120 円 

 

 １ 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を１枚として計算する。 

 ２ 複写機による作成については、原則として、Ａ３までの大きさの用紙を用いることとし、

これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、Ａ３による用紙を用いた場合の

枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。 

 ３ この表の区分の欄に掲げる複写の方法は、実施機関が保有する専用機器及びプログラムに

より行うことができるものに限る。 

４ この表の区分の欄に掲げるもの以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。 

 

２ 写しの送付に要する費用 

  郵便料金 


